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【図表－3：９月決算法人の場合】

H23.10.1 H24.4.1 H24.10.1 H25.9.30

確 定 申 告 書 の 提 出 期 限
（H24.11.30）までに届出書提出

【図表－1：９月決算法人の場合】　　　　
  　　　　改正事業年度

H23.10.1 H24.4.1 H24.9.30

区　   分　 H23.10.1～H24.3.31の間での取得　H24.4.1～H24.9.30 の間での取得

原　   則 　　
250％定率法 　　　　   

200％定率法

経過措置   　　　　   250％定率法

論壇
１
、
は
じ
め
に

平
成
２３
年
１２
月
２
日
に
「
経
済

社
会
の
構
造
の
変
化
に
対
応
し
た

税
制
の
構
築
を
図
る
た
め
の
所
得

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
法
律
第
１
１
４
号
）
」
が
公
布

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
改
正
項
目

の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
税
務
調

査
手
続
の
明
確
化
・
法
制
化
や
更

正
の
請
求
の
期
間
延
長
な
ど
納
税

環
境
整
備
に
関
連
し
た
も
の
と
、

法
人
税
率
・
中
小
企
業
者
等
の
軽

減
税
率
の
引
下
げ
、
減
価
償
却
制

度
の
改
正
、
欠
損
金
の
繰
越
控
除

限
度
額
の
縮
小
・
繰
越
控
除
期
間

の
延
長
、
貸
倒
引
当
金
制
度
の
適

用
対
象
法
人
の
縮
小
等
の
法
人
税

制
に
関
連
し
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
こ
の
う
ち
法
人
税
制
に
つ

い
て
は
、
平
成
２４
年
４
月
か
ら
適

用
さ
れ
る
規
定
が
多
く
、
実
務
を

行
っ
て
い
く
上
で
い
ず
れ
の
改
正

も
再
確
認
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ

れ
ま
す
が
、
本
稿
で
は
そ
の
う
ち

の
減
価
償
却
制
度
の
改
正
の
留
意

点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
ま
す
。

２
、
減
価
償
却
制
度

の
改
正

①

改
正
の
内
容
（
法
法
３１
、

法
令
４８
の
２
①
二
ロ
）

平
成
２４
年
４
月
１
日
以
後
に
取

得
を
さ
れ
た
減
価
償
却
資
産
の
定

率
法
の
償
却
率
は
、
定
額
法
の
償

却
率
に
２
を
乗
じ
て
計
算
し
た
割

合
（
２
０
０
％
定
率
法
）
と
さ
れ
、

改
定
償
却
率
及
び
保
証
率
に
つ
い

て
も
所
要
の
整
備
が
さ
れ
て
い
ま

す
（
改

正

前：

２
５
０
％
定

率

法
）
。

な
お
、
こ
の
改
正
は
平
成
２４
年

４
月
１
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業

年
度
の
償
却
限
度
額
の
計
算
に
つ

い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
（
改
正
法
附
則
３
①
）
。

②

減
価
償
却
資
産
の
償
却
の

方
法
等
に
関
す
る
経
過
措
置

（
イ
）

新
規
取
得
資
産
に
対
す

る
経
過
措
置
（
改
正
法
令

附
則
３
②
）

�イ

経
過
措
置
の
内
容

平
成
２４
年
４
月
１
日
前
に
開
始

し
、
か
つ
、
同
日
以
後
に
終
了
す

る
事
業
年
度
（
以
下
「
改
正
事
業

年
度
」
と
い
い
ま
す
。
）
に
お
い

て
そ
の
有
す
る
減
価
償
却
資
産
に

つ
き
定
率
法
を
選
定
し
て
い
る
場

合
（
法
定
償
却
方
法
に
よ
り
定
率

法
に
よ
り
償
却
限
度
額
の
計
算
を

す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合

を
含
み
ま
す
。
）
に
お
い
て
、
そ

の
改
正
事
業
年
度
の
同
日
以
後
の

期
間
内
に
減
価
償
却
資
産
の
取
得

を
す
る
と
き
は
、
平
成
２４
年
３
月

３１
日
以
前
に
取
得
を
さ
れ
た
減
価

償
却
資
産
と
み
な
し
て
、
改
正
前

の
償
却
率
（
２
５
０
％
定
率
法
）

に
よ
り
償
却
す
る
こ
と
が
で
き
る

経
過
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す

（
図
表
―
１
参
照
）
。

こ
れ
は
、
３
月
決
算
法
人
以
外

の
法
人
の
場
合
に
は
、
平
成
２４
年

３
月
３１
日
以
前
に
取
得
し
た
減
価

償
却
資
産
に
つ
い
て
改
正
前
の
２

５
０
％
定
率
法
が
適
用
さ
れ
、
平

成
２４
年
４
月
１
日
以
後
に
取
得
し

た
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
改

正
後
の
２
０
０
％
定
率
法
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
一
事
業

年
度
内
で
２
つ
の
定
率
法
償
却
率

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
法
人

の
事
務
負
担
の
増
加
を
考
慮
し
て

の
措
置
に
な
り
ま
す
。

�ロ

実
務
上
の
留
意
点

こ
の
経
過
措
置
を
適
用
し
て
２

５
０
％
定
率
法
に
よ
り
減
価
償
却

を
行
え
ば
、
２
０
０
％
定
率
法
に

よ
り
減
価
償
却
を
行
う
場
合
に
比

べ
て
、
当
然
に
損
金
算
入
額
は
多

く
な
り
ま
す
が
、
こ
の
経
過
措
置

の
適
用
は
所
轄
税
務
署
長
へ
の
届

出
等
の
手
続
き
は
必
要
な
く
、
法

人
が
任
意
に
選
択
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
改
正

事
業
年
度
の
決
算
に
あ
た
っ
て

は
、
こ
の
経
過
措
置
の
適
用
の
有

無
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。

（
ロ
）

平
成
１９
年
４
月
１
日
か

ら
平
成
２４
年
３
月
３１
日
ま

で
の
間
に
取
得
を
さ
れ
た

減
価
償
却
資
産
の
２
０

０
％
定
率
法
の
適
用
に
関

す
る
経
過
措
置
（
改
正
法

令
附
則
３
③
）

�イ

経
過
措
置
の
内
容

平
成
２４
年
４
月
１
日
の
属
す
る

事
業
年
度
に
お
い
て
そ
の
有
す
る

減
価
償
却
資
産
に
つ
き
定
率
法
を

選
定
し
て
い
る
場
合
（
法
定
償
却

方
法
に
よ
り
定
率
法
に
よ
り
償
却

限
度
額
の
計
算
を
す
べ
き
こ
と
と

さ
れ
て
い
る

場

合

を

含

み

ま

す
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
事
業
年

度
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
ま

で
に
（
図
表
―
２
）
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
納
税
地

の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と

き
は
、
そ
の
届
出
書
に
記
載
さ
れ

た
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度

に
お
い
て
は
、
そ
の
減
価
償
却
資

産
は
平
成
２４
年
４
月
１
日
以
後
に

取
得
を
さ
れ
た
減
価
償
却
資
産
と

み
な
し
て
、
改
正
後
の
償
却
率

（
２
０
０
％
定
率
法
）
に
よ
り
償

却
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
過
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
表
―

３
参
照
）
。

こ

の

経

過

措

置

は
、
上

記

（
イ
）
の
経
過
措
置
と
同
様
に
改

正
前
の
２
５
０
％
定
率
法
と
改
正

後
の
２
０
０
％
定
率
法
の
２
つ
の

償
却
率
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
る

法
人
の
事
務
負
担
を
考
慮
し
て
の

措
置
に
な
り
ま
す
。
従
来
か
ら
所

有
し
て
い
る
定
率
法
を
適
用
し
て

い
る
減
価
償
却
資
産
の
す
べ
て
に

つ
い
て
２
０
０
％
定
率
法
を
採
用

す
る
こ
と
で
、
定
率
法
償
却
率
を

２
０
０
％
定
率
法
に
統
一
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
変
更
し

よ
う
と
す
る
事
業
年
度
に
お
い

て
、
調
整
前
償
却
額
が
償
却
保
証

額
に
満
た
な
い
減
価
償
却
資
産
に

つ
い
て
は
、
均
等
償
却
に
よ
り
償

却
を
行
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ

の
経
過
措
置
の
適
用
か
ら
は
除
外

さ
れ
て
い
ま
す
。

�ロ

実
務
上
の
留
意
点

こ
の
経
過
措
置
が
適
用
で
き
る

の
は
、
平
成
１９
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
２４
年
３
月
３１
日
ま
で
の
間
に

取
得
し
た
減
価
償
却
資
産
に
つ
い

て
の
み
で
あ
り
、
平
成
１９
年
３
月

３１
日
以
前
に
取
得
さ
れ
た
も
の
、

つ
ま
り
旧
定
率
法
が
適
用
さ
れ
て

い
る
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
ま

で
２
０
０
％
定
率
法
が
採
用
で
き

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
３
月
決
算
法
人
以
外
の

法
人
に
つ
い
て
は
、
平
成
１９
年
４

月
１
日
か
ら
平
成
２４
年
３
月
３１
日

ま
で
の
間
に
取
得
し
た
減
価
償
却

資
産
に
つ
き
改
正
後
の
２
０
０
％

定
率
法
の
採
用
を
開
始
す
る
事
業

年
度
に
つ
い
て
、
改
正
事
業
年
度

又
は
平
成
２４
年
４
月
１
日
以
後
最

初
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
い
ず

れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
い
ず

れ
の
事
業
年
度
を
選
択
し
た
と
し

て
も
届
出
書
の
提
出
期
限
は
同
じ

（
平
成
２４
年
４
月
１
日
の
属
す
る

事
業
年
度
の
確
定
申
告
書
の
提
出

期
限
）
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
届
出
書
に
よ
り

２
０
０
％
定
率
法
の
適
用
を
受
け

る
減
価
償
却
資
産
は
、
平
成
１９
年

４
月
１
日
か
ら
平
成
２４
年
３
月
３１

日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
、
２
５

０
％
定
率
法
の
適
用
を
受
け
て
い

る
全
て
の
減
価
償
却
資
産
に
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
減
価
償
却
資
産

ご
と
に
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
こ
の
点
に
も
留
意
が

必
要
で
す
。

（
ハ
）

２
０
０
％
定
率
法
の
適

用
を
受
け
る
旨
の
届
出
書

を
提
出
し
た
場
合
の
償
却

限
度
額
の
計
算
（
改
正
耐

用
年
数
省
令
附
則
②
③
）

�イ

償
却
限
度
額
の
計
算

上
記
（
ロ
）
の
経
過
措
置
を
適

用
し
た
場
合
に
は
、
改
正
前
の
２

５
０
％
定
率
法
を
採
用
し
て
い
た

減
価
償
却
資
産
に
、
改
正
後
の
２

０
０
％
定
率
法
を
採
用
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
減
価
償
却
資
産
の
当
初
の
耐
用

年
数
に
応
じ
た
２
０
０
％
定
率
法

の
償
却
率
に
よ
り
減
価
償
却
費
を

計
算
す
る
と
、
２
５
０
％
定
率
法

に
比
べ
て
当
然
に
減
価
償
却
額
が

少
な
く
な
り
、
結
果
と
し
て
そ
の

減
価
償
却
資
産
の
当
初
の
耐
用
年

数
で
は
減
価
償
却
が
終
わ
ら
な
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
当

初
の
耐
用
年
数
で
減
価
償
却
が
終

了
す
る
た
め
に
、
償
却
率
の
適
用

に
つ
い
て
一
定
の
調
整
措
置
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
（
改
正
法
令
附

則
３
⑦
、
改
正
耐
用
年
数
省
令
附

則
②
③
）
。
具
体
的
に
は
、
そ
の
減

価
償
却
資
産
の
法
定
耐
用
年
数
及

び
未
償
却
割
合
に
対
応
す
る
「
経

過
年
数
表
（
改
正
耐
用
年
数
省
令

附
則
別
表
）
」
に
定
め
ら
れ
た
経

過
年
数
を
、
そ
の
減
価
償
却
資
産

の
法
定
耐
用
年
数
か
ら
控
除
し
た

年
数
を
耐
用
年
数
と
し
て
、
耐
用

年
数
省
令
別
表
第
十
に
掲
げ
ら
れ

た
「
償
却
率
」
、「
改
定
償
却
率
」

及
び
「
保
証
率
」
を
適
用
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

�ロ

実
務
上
の
留
意
点

そ
の
減
価
償
却
資
産
が
期
中
取

得
で
あ
る
場
合
に
は
、
経
過
措
置

を
適
用
し
な
い
で
２
５
０
％
定
率

法
に
よ
り
償
却
を
続
け
る
よ
り

も
、
経
過
措
置
を
適
用
し
て
２
０

０
％
定
率
法
に
よ
り
減
価
償
却
を

行
っ
た
方
が
償
却
期
間
が
短
く
な

り
、
損
金
を
前
倒
し
で
計
上
で
き

る
結
果
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
図
表
―
４
参
照
）
。
取
得
価
額
や

資
産
の
数
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
、
そ
の
影
響
は
大
き
く
な
り

ま
す
の
で
、
経
過
措
置
の
選
択
に

あ
た
っ
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
要
素
の
一
つ
と
考
え
ま
す
。

３
、
お
わ
り
に

上
記
の
減
価
償
却
制
度
の
改
正

に
伴
い
「
資
本
的
支
出
の
取
得
価

額
の
特
例
」
に
つ
い
て
も
所
要
の

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
（
法

令
５５
、
改
正
法
令
附
則
④
〜
⑥
）
。

具
体
的
に
は
、
平
成
２４
年
３
月
３１

日
以
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
減
価
償

却
資
産
に
つ
い
て
、
平
成
２４
年
４

月
１
日
以
後
に
資
本
的
支
出
を
行

っ
た
場
合
の
新
た
に
取
得
し
た
も

の
と
さ
れ
る
追
加
償
却
資
産
に
つ

い
て
は
、
２
０
０
％
定
率
法
に
よ

り
償
却
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の

翌
事
業
年
度
に
お
い
て
旧
減
価
償

却
資
産
と
追
加
償
却
資
産
の
帳
簿

価
額
の
合
計
額
を
取
得
価
額
と
す

る
一
の
減
価
償
却
資
産
を
取
得
し

た
も
の
と
で
き
る
措
置
に
つ
い
て

は
、
旧
減
価
償
却
資
産
と
追
加
償

却
資
産
の
償
却
率
が
異
な
る
た

め
、
そ
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
旧
減
価
償
却
資

産
に
つ
い
て
上
記
２
、
②
の
経
過

措
置
を
適
用
し
た
場
合
の
経
過
措

置
な
ど
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
一

見
複
雑
に
感
じ
ま
す
。
し
か
し
、

基
本
的
な
考
え
方
を
押
さ
え
れ
ば

後
は
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
問
題
に

な
り
ま
す
の
で
、
定
率
法
償
却
率

の
改
正
に
合
わ
せ
て
確
認
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

減
価
償
却
制
度（
定
率
法
償
却
率
）の
改
正
に

お
け
る
実
務
上
の
留
意
点
の
検
討

矢野重明
【芝支部】

【図表―４：経過措置を適用した場合の減価償却額への影響】
（条 件）
取 得 価 額：５，０００，０００円
取得年月日：平成２２年１０月（期中取得）
当初耐用年数：８年（旧別表第八：償却率０．３１３、改定償却率：０．３３４、保証率：０．０５１１１）
事 業 年 度：自４月１日至３月３１日

※平成２５年３月期より２００％定率法により償却することを選択 （単位：円）

H３１．３

２１４，１８０

－

－

２１４，１７９

２１４，１７９

１

－

－

－

－

－

－

H３０．３

４２９，７４８

－

－

２１５，５６８

２１５，５６８

２１４，１８０

２８５，４５０

－

－

２８５，４４９

２８５，４４９

１

H２９．３

６４５，４１６

２０２，０１５

２５５，５５０

２１５，５６８

２１５，６６８

４２９，７４８

５７２，６１８

－

－

２８７，１６８

２８７，１６８

２８５，４５０

H２８．３

９３９，４７０

２９４，０５４

２５５，５５０

－

２９４，０５４

６４５，４１６

８５９，７８６

２８６，３０８

２８７，１６３

２８７，１６８

２８７，１６８

５７２，６１８

H２７．３

１，３６７，４９５

４２８，０２５

２５５，５５０

－

４２８，０２５

９３９，４７０

１，２８９，０３３

４２９，２４７

２８７，１６３

－

４２９，２４７

８５９，７８６

H２６．３

１，９９０，５３０

６２３，０３５

２５５，５５０

－

６２３，０３５

１，３６７，４９５

１，９３２，５８２

６４３，５４９

２８７，１６３

－

６４３，５４９

１，２８９，０３３

H２５．３

２，８９７，４２３

９０６，８９３

２５５，５５０

－

９０６，８９３

１，９９０，５３０

２，８９７，４２３

９６４，８４１

２８７，１６３

－

９６４，８４１

１，９３２，５８２

H２４．３

４，２１７，５００

１，３２０，０７７

２５５，５５０

－

１，３２０，０７７

２，８９７，４２３

４，２１７，５００

１，３２０，０７７

２５５，５５０

－

１，３２０，０７７

２，８９７，４２３

H２３．３

５，０００，０００

１，５６５，０００

２５５，５５０

－

７８２，５００

４，２１７，５００

５，０００，０００

１，５６５，０００

２５５，５５０

－

７８２，５００

４，２１７，５００

年 度

期首簿価

調整前償却額

償却保証額

改定取得価額
×改定償却率

償却限度額

期末簿価

期首簿価

調整前償却額

償却保証額

改定取得価額
×改定償却率

償却限度額

期末簿価

経
過
措
置
適
用
無

経
過
措
置
適
用
有

【図表－２：届出書の記載事項】

（ａ）この規定の適用を受ける旨

（ｂ）この規定の適用を受けようとする

最初の事業年度（改正事業年度又

は平成２４年４月１日以後最初に開

始する事業年度に限る）開始の日

及び終了の日

（ｃ）その他財務省令で定める事項

２０１２年〔平成２４年〕４月１日〔日曜日〕 東 京 税 理 士 界 〔第三種郵便物認可〕 Volume No.663【４】


